
報告第１３号 

 

新型コロナウイルス感染症の対応について 

 

１ 概 要 

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条に基づき、市立小中学校

の臨時休業を決定したことについて報告する。 

 

２ 内 容 

  学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条に基づき、新型コロナウ

イルス感染症対策のため、令和２年３月２日から令和２年３月２５日までの間を

臨時休業とする。 

  ただし、中学校においては令和２年３月１０日を、小学校においては令和２年

３月２１日を卒業証書の授与を行う日としているため、それぞれ中学校第３学年

と小学校第６学年については臨時休業としない。 

 

３ 決定年月日 

令和２年２月２８日 

 

４ 対 象 

  市立小中学校 
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臨時休業中における児童の受け入れについて 

東広島市教育委員会 

 

１ 該当児童 

  ①いきいきこどもクラブ児童（可能な限り自宅待機…保育課通知済） 

  ②保護者が医療・福祉職にある１・２年生児童 

  ＊いきいきこどもクラブに所属していない児童については 

保育課が事情を確認します。 

 

２ 学校による対応時間 

  ○８：３０～１４：００（学校の管理下となります） 

  ＊１２：００～１３：００を昼休憩とします。 

  ＊１４：００にいきいきこどもクラブ指導員が活動場所から 

所定の場所へ引率します。 

 

３ 活動場所 

  ○使用教室を限定してください。 

  ＊１教室あたり２０人程度でお願いします。 

 

４ 活動内容（例） 

  ○教科等に係る学習（児童が取り組みたいものを自分で準備する） 

  ○学習プリント（学校において準備可能な場合） 

  ○読書 

  ○ＤＶＤ視聴 

  ○室内遊び 

  ＊学校の状況に応じて、無理のない範囲でお願いします。 

 

５ 担当者 

  ○所属校の職員 

  ＊担任は名簿を通して参加児童を把握してください。 

 

６ ３月２日（月）の対応 

  ○職員朝会で１～５の内容を職員に周知してください。 

  ※非常時の対応について、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたし 

ます。 
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令

和
２

年
２

月
２

８
日

 

  
各
小
・
中
学
校
長
 
様

 

 

東
広
島
市
教
育
委
員
会
教
育
長

 

（
教

育
総

務
課

）
 

（
学

事
課

）
 

（
指

導
課

）
 

（
青

少
年

育
成

課
）

 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
の
一
斉
臨
時
休
業
に
つ
い
て
（
通
知
）

 

  
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
写
し
の
と
お
り
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
か
ら
県
立
学
校
長
へ
通
知
が

あ
り
ま
し
た
。

 

 
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
を
踏
ま
え
、
感
染
の
流
行
を
早
期
に
終
息
さ
せ
る
た
め
、
集
団
に
よ
る
感
染
拡

大
防
止
の
観
点
か
ら
、
次
の
と
お
り
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
日
々
状
況
が
変
化
し
て
い
る
た
め
、
今
後
も
必

要
に
応
じ
て
追
加
的
な
措
置
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

 １
 
令
和
２
年
３
月
２
日
（
月
）
か
ら
学
年
末
休
業
日
の
開
始
日
前
日
（
３
月
２
５
日
（
水
））

ま
で
臨
時

休
業
と
す
る
。
臨
時
休
業
期
間
中
は
、
感
染
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
臨
時
休
業
の
措
置
で
あ
る
と

い
う
趣
旨
を
踏
ま
え
次
の
点
に
つ
い
て
留
意
す
る
こ
と
。

 

 
 
・
児
童
生
徒
に
対
し
て
、
臨
時
休
業
期
間
中
に
つ
い
て
は
、
不
要
不
急
の
外
出
を
避
け
、
基
本
的
に

自
宅
で
過
ご
す
よ
う
に
指
導
す
る
。

 

 
 
・
進
路
指
導
等
の
必
要
に
応
じ
て
、
最
小
限
の
児
童
生
徒
と
の
個
別
対
応
は
可
能
と
す
る
。

 

 
 
・
臨
時
休
業
期
間
中
の
部
活
動
は
行
わ
な
い
。

 

２
 
令
和
２
年
度
公
立
高
等
学
校
入
学
選
抜
に
つ
い
て
は
、
当
初
の
日
程
ど
お
り
実
施
さ
れ
る
。

 

３
 
卒
業
式
に
つ
い
て
は
、
本
市
で
感
染
が
発
生
す
る
ま
で
は
予
定
ど
お
り
実
施
す
る
。

 

４
 
臨
時
休
業
中
の
離
退
任
式
・
修
了
式
は
実
施
し
な
い
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
担
当
 
教
育
総
務
課

08
2
-4

20
-0
97

4 

学
事
課

08
2-
42

0
-0

97
5 

指
導
課

08
2-
42

0
-0

97
6 

青
少
年
育
成
課

08
2
-4

20
-0
92
9 

写
 

事
務

連
絡

 

令
和
２
年
３
月
６
日

 

 
各
小
中
学
校
長
 
様
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
青
少
年
育
成
課
長
 

  

一
斉
臨
時
休
業
期
間
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
生
活
に
つ
い
て
 

  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和
２
年
２
月
２
８
日
付
け
で
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
の
一
斉

臨
時
休
業
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
感
染
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
対
応
を
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
 

市
内
の
大
型
店
舗
等
の
巡
視
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
日
中
の
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
カ
ラ
オ
ケ
店
に
お
い
て
、
児
童
生
徒
の

み
で
の
利
用
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
 

つ
い
て
は
、
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
各
学
校
の
状
況
や
地
域
実
態
等
に
応
じ
て
、
保
護
者
へ
注
意
喚
起

の
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
な
ど
の
取
組
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

な
お
、
教
育
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
関
係
事
業
所
等
に
、
小
中
学
生
の
み
で
の
利
用
自
粛
に
協
力
い
た

だ
け
る
よ
う
申
し
入
れ
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
 

   

 参
考
例
文
 

保
護
者
の
皆
様
へ
 

 

臨
時
休
業
期
間
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
生
活
に
つ
い
て
の
お
願
い
 

 

今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
市
内
小
中
学
校
一
斉
臨
時
休
業
で
は
、
保
護
者
の
皆
様
に
は
、

ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
 

一
斉
臨
時
休
業
は
、
感
染
の
流
行
と
集
団
に
よ
る
感
染
拡
大
防
止
を
目
的
と
し
て
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
市
内
の
大
型
店
舗
等
の
巡
視
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
児
童
生
徒
の
み
で
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
カ
ラ
オ
ケ
店
等
を

利
用
し
て
い
る
状
況
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
感
染
防
止
上
望
ま
し
く
な
い
こ
と
に
加
え
、
様
々
な
社
会
的
ト
ラ
ブ
ル
に
巻

き
込
ま
れ
る
心
配
も
あ
り
ま
す
。
学
校
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
校
区
内
の
巡
視
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
ご
家
庭
で

も
お
子
様
の
休
業
中
の
過
ご
し
方
に
つ
い
て
ご
配
慮
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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生涯学習部が所管する施設の対応状況について 

 

 

１ 概 要 

  東広島市新型コロナウイルス感染症対策本部において市主催等のイベント等の取扱いが決定され

たことに伴い、生涯学習部が所管する施設の対応状況について報告する。 

 

２ 内 容 

  東広島市新型コロナウイルス感染症対策本部の決定事項 

日付 内容 期間 

２／２６ (1) 不特定多数の大規模イベント等は、中止または延期 

(2) 比較的、小規模なイベント等も、原則、中止または延期 

２／２６から３／１１ 

２／２８ 学校施設等の開放の利用休止 ３／２から３／２５ 

市立図書館の閲覧スペースを利用制限、貸出上限を１０冊

に変更（通常５冊） 

２／２９から 

３／２ イベント自粛に伴う施設利用料を還付 対象期間のキャンセル分 

３／４ 対象期間の延長 ２／２６から３／３１ 

３／９ B&G海洋センターのトレーニングルームの使用中止 ３／９から３／３１ 

 

 

３ 対 象 

  芸術文化ホールくらら、市民文化センター、生涯学習センター、市立図書館等 
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市主催のイベント等の対応状況について（生涯学習部関係） 

 

１ 対象期間 

令和２年２月２６日から３月３１日まで 

 

２ 対象となるイベント・講座等の数  

８８件 

（１）中止としたもの  ７５件 

（２）延期としたもの  １０件 

（３）保留（中止または延期の方向で検討中のもの） ３件 

 

３ 対象となるイベント・講座等の内訳                      （単位：件） 

 

※R2.3.13現在 

 

NO 主催者 中止 延期 保留 備考 

１ 生涯学習課 ６ － －  

２ 文化課 ２ － １  

３ 黒瀬生涯学習センター ３ － －  

４ 豊栄生涯学習センター ６ － －  

５ 志和生涯学習センター ４ － －  

６ 東広島市教育文化振興事業団 ８ － － 
生涯学習課及びスポーツ振

興課が委託 

７ 中央図書館 １３ ５ － 
株式会社図書館流通センター

（指定管理者） 

８ 黒瀬図書館 ８ １ － 
株式会社図書館流通センター

（指定管理者） 

９ サンスクエア児童青少年図書館  ４ － ２ 
株式会社図書館流通センター

（指定管理者） 

10 福富図書館 ２ － － 
株式会社図書館流通センター

（指定管理者） 

11 豊栄図書館 ２ － － 
株式会社図書館流通センター

（指定管理者） 

12 河内こども図書館 ８ － － 
株式会社図書館流通センター

（指定管理者） 

13 安芸津図書館 ３ － － 
株式会社図書館流通センター

（指定管理者） 

14 東広島芸術文化ホールくらら ５ ３ － 
JTB・NHK・日本管財共同企

業体（指定管理者） 

15 美術館 １ １ －  

 合計 ７５ １０ ３  
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